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固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税

に
係
る
手
続
き
に
つ
い
て

問
税
務
課　
　
　

撒（
57
）４
１
２
３

　

固
定
資
産
税
及
び
軽
自
動
車
税

に
お
け
る
手
続
き
に
つ
い
て
、
お
問

い
合
わ
せ
が
多
い
も
の
を
ま
と
め
ま

し
た
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
税
務

課
ま
で
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
固
定
資
産
税
】

興
固
定
資
産
の
所
有
者
が
亡
く
な
ら

　
れ
た
場
合

　

登
記
さ
れ
て
い
る
固
定
資
産（
土

地
、家
屋
）の
所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ

た
場
合
、
法
務
局
に
て
相
続
登
記
の

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

登
記
に
つ
い
て
は
、
宇
都
宮
法
務

局
小
山
出
張
所
（
撒
０
２
８
５
（
22
）

０
３
６
１
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ
た

翌
年
の
１
月
１
日
ま
で
に
相
続
登
記

が
困
難
な
場
合
は
、『
相
続
人
代
表

者
指
定
届
』
を
税
務
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

興
固
定
資
産
の
所
有
者
が
海
外
転
出

　
さ
れ
る
場
合

　

海
外
転
勤
な
ど
に
よ
り
、
固
定
資

産
税
関
係
書
類
を
家
族
宛
て
に
送
付

し
て
欲
し
い
と
い
っ
た
場
合
、
納
税

管
理
人
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

納
税
管
理
人
を
選
任
す
る
と
、
賦

課
徴
収
及
び
還
付
に
関
す
る
書
類
は
、

す
べ
て
納
税
管
理
人
に
送
付
さ
れ
ま

す
。

　

選
任
の
際
は
、
税
務
課
へ『
納
税

管
理
人
申
告
書
』
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

興
償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て

　

町
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
個
人
・
法
人
は
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
に
つ
い

て
１
月
31
日
ま
で
に
、
町
へ
申
告
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
新
た
に
申
告
を
行
う
場

合
は
、
税
務
課
で
配
布
し
て
い
る
様

式
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
の
で
、
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

※
主
な
償
却
資
産
の
具
体
例
は
次
の

　

と
お
り
で
す
。

※
電
力
会
社
へ
売
電
を
行
っ
て
い
る

　

太
陽
光
発
電
装
置
は
、
申
告
の
対

　

象
と
な
り
ま
す（
家
屋
と
一
体
で

　

評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
売
電

　

を
行
っ
て
い
な
い
も
の
は
除
く
）。

※
農
業
収
入
を
得
て
い
る
方
は
、
農

　

機
具
や
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
の

　

資
産
も
申
告
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
現
在
、
使
用
し
て
い
な
く
て
も
使

　

用
可
能
な
償
却
資
産
は
申
告
の
対

　

象
と
な
り
ま
す
。

※
無
形
固
定
資
産
、
自
動
車
税
及
び

　

軽
自
動
車
税
の
対
象
資
産
は
申
告

　

の
対
象
外
で
す
。

興
未
登
記
家
屋
に
つ
い
て

　

未
登
記
家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改

築
し
た
場
合
や
、
売
買
な
ど
の
事
由

に
よ
り
所
有
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
、『
未
登
記
家
屋
届
出
書
』
を
税

務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

興
家
屋
の
滅
失
に
つ
い
て

　

毎
年
１
月
１
日
以
降
に
家
屋
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し
た
場
合
、

そ
の
部
分
に
か
か
る
固
定
資
産
税
は

翌
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

お
早
め
に
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
担
当
職
員
が
現
地
調
査
に
伺

い
ま
す
。
な
お
、
滅
失
登
記
済
み
の

場
合
や
家
屋
調
査
の
際
に
申
し
出
を

さ
れ
た
場
合
、
ご
連
絡
は
不
要
で
す
。

構築物
ビニールハウス、広告塔、駐車場舗装、
屋外配管、フェンス、ブロック塀、
テント倉庫など

機械及び装置 農機具、製造設備、建設機械、
印刷機械、太陽光発電装置など

船舶・航空機 モーターボート、グライダー、
ヘリコプターなど

車両及び運搬具 フォークリフト、大型特殊自動車など

工具・器具
及び備品 冷蔵庫、パソコン、コピー機など

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

ー 
固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
・
県
内一斉
地
方
税
滞
納
整
理
強
化
月
間 

ー
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【
軽
自
動
車
税
】

興
軽
自
動
車
の
所
有
者
が
亡
く
な
ら

　
れ
た
場
合

　

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
名
義
の
車
両

に
つ
い
て
は
、左
記
窓
口
に
て
、速
や

か
に
名
義
変
更
や
廃
車
な
ど
の
手
続

き
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。名
義
が

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ま
ま
の
場
合
、

法
定
相
続
人
の
方
に
納
税
通
知
書
を

送
付
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

車の種類 届出場所 連絡先

 原動機付自転車
 小型特殊自動車

 野木町役場
 総合政策部 税務課 資産税係 撒０２８０（５７）４１２３

 軽自動車
 （三輪・四輪）

 軽自動車検査協会
 栃木事務所 佐野支所 撒０５０（３８１６）３１０８

 小型自動車
 軽自動車（二輪）

 関東運輸局 栃木県運輸支局
 佐野自動車検査登録事務所 撒０５０（５５４０）２０２０

～12月は県内一斉地方税滞納整理強化月間です～
　
　
　

税
金
・
保
険
料
は
納
期
内
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す

　

納
税
の
公
平
と
税
収
の
確
保
を
図
る

た
め
、
栃
木
県
と
協
働
で
町
税
等
徴
収

の
強
化
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　

皆
様
が
納
め
た
税
金
は
、
教
育
や
福
祉
、

ご
み
処
理
な
ど
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
等
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

納
期
限
内
の
自
主
的
な
納
付
を
お
願

い
し
て
お
り
ま
す
が
、
未
納
が
あ
る
方
に

は
督
促
状
や
催
告
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
納
が
続
い
た

場
合
は
、
納
期
内
に
納
付
さ
れ
て
い
る
大

多
数
の
町
民
の
皆
様
と
の
公
平
性
を
確

保
す
る
た
め
に
法
律
に
基
づ
き
財
産
調

査
等
を
行
い
、
給
料
、
預
貯
金
、
不
動
産
な

ど
の「
差
押
え
」
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

病
気
や
失
業
な
ど
特
別
の
事
情
に
よ

り
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
な
場
合

に
は
早
め
に
納
税
相
談
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

税
務
課
の
窓
口
延
長
日（
毎
週
木
曜
日

19
時
ま
で　

※
年
末
年
始
を
除
く
）
に
お

い
て
も
、
納
税
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
日
中
ご
来
庁
で
き
な
い
方
は
、
ご

相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
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○
納
税
は
便
利
な「
口
座
振
替
」で
！

　

口
座
振
替
は
、あ
な
た
の
ご
指
定
の
口
座
か
ら
、金
融
機

関
等
が
自
動
的
に
町
税
等
を
振
替
納
付
す
る
、
納
め
忘
れ

が
な
い
便
利
な
制
度
で
す
。一
度
手
続
き
す
る
と
、翌
年
度

以
降
も
自
動
的
に
納
付
さ
れ
ま
す
。

○
口
座
振
り
替
え
で
き
る
税
金
等

　

町
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保

険
税
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、介
護
保
険
料

○
お
申
し
込
み
方
法

　

預
貯
金
通
帳
、通
帳
の
届
出
印
を
お
持
ち
の
上
、あ
な
た

の
預
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
又
は
野
木
町
役
場
の
窓
口

で
お
申
し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。

○
取
扱
金
融
機
関

　

足
利
銀
行
本
支
店
、栃
木
銀
行
本
支
店
、足
利
小
山
信
用

金
庫
本
支
店
、常
陽
銀
行
本
支
店
、小
山
農
業
協
同
組
合
本

支
店
、ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
は
、給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴

　

収
義
務
者
様
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。


